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工  事  項  目

一 般 系 統 （     ） 系 統構   造  

  階  

建物用途

延べ床面積         ㎡（ 対象面積     ㎡）

消防法施行令別表第一

建築基準法別表第一

地下  階  地上  階   

○Ｒ Ｃ   ○Ｓ Ｒ Ｃ   ○Ｓ   ○Ｗ

○衛生器具工事

○排水工事（ 含通気）

○給湯工事 ○厨房器具工事

○浄化槽工事

○ガス工事

○空気調和工事

   の範囲内で施工する。

 ９ ． 本工事の施工に伴う 既設建物の破損箇所は従来にならい復旧する。

 11． 中間前金払い又は部分払いについて

   本工事において， 中間前金払い又は部分払いのいずれかを選択するものと する。

２ ） 部分払い

 本工事で前払い金を支払ったものについては２ 回、 支払いがなされていないものについては３ 回を超えて

 部分払いをすること はできない。

１ ） 中間前金払い

 ○中間前金払いを選択し た場合， 部分払いは行わない。

 ○中間前金払いを選択し た場合でも ， 契約会計年度末には出来高予定額に応じ た部分払いを受けるこ と

  ができる。 ｛ 契約会計年度出来高予定  ％｝

 中間前金払いは契約金額の２ ０ ％以内と し ， 前金払いと の合計額が契約額の６ ０ ％を超えないものと する。

 12． 「 工事カルテ」 の作成の必要がある場合（ 工事請負代金が５ ０ ０ 万円以上） には， 工事実績情報と し て「 工

２ ． 大便器用洗

  浄弁

４ ． 標 示 板

３ ． 小便器洗浄

  方式

２ ． 衛生器具工事

１ ． 給水方式

      

１ ． 型 式

２ ． マンホ－ル

  ふた

３ ． 屋内給水工事

２ ． 水槽類

４ ． 屋外給水工事

１ ． 継手材

２ ． 量水器

３ ． 量水器桝

４ ． 仕切弁桝

５ ． 弁桝， 量水器

  の固定

５ ． 屋内排水工事

１ ． 洗面器等

  の排水管

２ ． 床上掃除口

  直下の曲管

３ ． 器具と の接続

４ ． 通気金物

  排水通気弁

５ ． 排水金物

６ ． 屋外排水工事

７ ． 給湯工事

９ ． ガス工事

４ ． 接合材

７ ． 施工

10． 浄化槽工事

３ ． 金物類

１ ． 和風大便器

３ ． ポンプ付属品

４ ． ポンプ電動機

５ ． ボ－ルタ ッ

  プフ ロ－ト

躯体と の緩衝材付、 鉛管接続の場合は吊り 金物を使用する。 和便器と 前壁と の離隔は， ２ ５ ０ mm

程度を確保する ｡和風大便器用フ ラ ッ シュバルブ壁面取り 付けの場合はF. L. +800mm程度と する。

○フラ ッ シュバルブ   ○ハイ タ ンク   ○水栓  ○自動洗浄

              ○直結増圧方式

タ ンク本体は， 地震力及び地震力によって生ずるスロッ シングによっ て損傷を起こ さ ないよ う な

強度を有するものと する。  ２ ｍ以上は内外はしご付。  マンホ－ルは内蓋及び南京錠付。

管端防食継手と しネジ部にコ ンパウン ド 、 継手受口の隙間に専用テ－プを使用すること 。

鋼管と ビニル管の接続箇所には、 エラ ス（ 又はフ リ －） ジョ イント を使用する。

親メ －タ－（ ○貸与 ○買取り ）   子メ －タ－（ ○貸与 ○買取り ）    ○集中検針盤

呼び径３ ２ までＭＣ －１ （ ４ ３ ０ ×３ １ ０ ×５ ５ ０ Ｈ フ タ ＭＢ－１ ） 、 呼び径４ ０ ～６ ５ までＭ

Ｃ－２ （ ７ １ ０ ×５ １ ０ ×７ ５ ０ Ｈ フ タＭＢ －２ 小窓付） と する。 呼び径８ ０ から はＭＣ －３ （

呼び径２ ５ までＶ Ｃ ーＰ ， 呼び径４ ０ までＶ Ｃ－１ （ １ ８ ０ ×１ ８ ０ フ タ Ｂ １ ） ， 呼び径５ ０ ～

８ ０ までＶ Ｃ －３ （ ３ ０ ０ ×３ ０ ０ フ タＭＨ Ａ －Ｐ ３ ０ ０ ） と する。

呼び径１ ０ ０ からはＶ Ｃ－５ （ ４ ５ ０ ×４ ５ ０ フタ ＭＨ Ａ －Ｐ ４ ５ ０ ） と する。

舗装部分以外に設置する弁桝， 量水器桝については， コンク リ ート 巻きにて固定のこと 。

桝と 蓋とは鎖でつなぐ こと （ 鎖は溶融亜鉛めっ き仕上げまたはステンレス製）

洗面器および手洗器に直結する排水立管寸法は器具ト ラ ッ プより ワンサイズアッ プと する。

汚水系統に取り 付ける床上掃除口直下の曲管は９ ０ ゜ 長曲管とする。

原則と し て配管接続と する。 （ ジャバラ ・ 簡易ゴム接続は不可， 専用アダプタ ー使用のこ と )

通気金物 ○アルミ （ 耐食性）  ○ビニル製     排水通気弁 ○屋内型 ○屋外型

１ ． マンホ－ル

  ふた

２ ． 汚水・ 雑排水

  桝

３ ． 小口径桝

４ ． 掃除口コ ンク

  リ －ト 巻

塩ビ製 ○防護蓋Ｔ －８ （ 内蓋付き ）   ○塩ビ蓋ミ カゲ（ Ｓ Ｕ Ｓ鎖共）

    ○コンク リ ート 巻（ 蓋呼び径＋２ ０ ０ ） 角×１ ５ ０ ｈ

３ ０ ０ ×３ ０ ０ ×１ ５ ０ ｈ で掃除口（ Ｃ Ｏ Ａ ） コ ンク リ －ト 巻込みと する。

○鋳鉄製（ ○ＭＨ Ａ 形 ○ＭＨ Ｂ 形 ○ＭＨ Ｄ 形） 名称入り 蓋、 鎖付と する。

（ 鎖は溶融亜鉛めっき仕上げまたはステンレス製） 〔  図P-36〕

２ ． 膨張水槽の

  保温

１ ． 貯湯槽の材質

３ ． 瞬間湯沸器

ロッ クウ－ル２ 号 ５ ０ ｔ 、 外装はステンレス鋼板（ ０ ． ３ ｔ ）

○Ｓ Ｕ Ｓ ４ ４ ４ 製  ○ステンレス鋼板製（ 電気防食装置付）

○設定温度５ ０ ℃以下（ ガス瞬間湯沸器のダイ レク ト 着火方式で離島の場合）

８ ． 消火工事

○都市ガス（ 発熱量  ＭＪ ／ｍ ）  ○液化石油ガス（ プロパンガス） 発熱量50. 2MJ／kg

○有  ○特定供給設備  ○無  ○集合装置＋転倒防止鎖（ 鎖はステンレス製)

有資格者の責任施工とする。 使用材料についてはガス事業者の規定に準ずる。

専用継手と しネジ部にコ ンパウン ド 、 継手受口隙間に専用テ－プを使用するこ と 。 器具接続以外

のユニオン接続は使用し ないこ と 。

槽内に半分程度注水の後、 良質土にて深さ １ ／３ 程度ずつ周囲を均等に突固め水締めを行う 。

○１ 号        ホ－ス掛型とする。  鋼製ｔ ＝１ ． ６ ｍｍ 操作方法表示付き

○易操作性１ 号    日本消防検定協会の鑑定証票が貼付されたもの

に提出する。 （ 浄化槽法第７ 条に基づく 検査）

○ＭＨ Ａ 型  ○ＭＨ Ｂ 型  ○縞鋼板（ ４ ． ５ ｔ ）   ○標準Ｆ Ｒ Ｐ   ○耐荷重Ｆ Ｒ Ｐ   

※メ ーカー標準を除き全てボルト ロッ ク式と する。

４ ５ °回転型で１ ． ０ ＭＰ ａ 型と する （ Ｊ Ｉ Ｓ 規格） 。   ○一般型  ○定圧定流量型

支持金物、 ボルト ナッ ト 、 その他すべてステンレス鋼製（ Ｓ Ｕ Ｓ ３ ０ ４ ） 又は， 溶融亜鉛めっ き

仕上げ品と する。

浄化槽工事現場に国土交通省令で定める事項を記載し た標識を掲げるこ と 。 （ 浄化槽法第３ ０ 条）

建設省告示１ ２ ９ ２ 号（ 最終改正第１ ５ ４ 号） に指定する構造と する。

処理対象人員・ 処理水量・ 処理方式については， 図示による。

ガス専用接合材を使用するこ と 。

１ ． 種類

１ ． 屋内消火栓箱

２ ． 消火栓開閉弁

３ ． ポンプ付属品

２ ． ガスメ －タ

３ ． プロパン庫

５ ． 継手材

６ ． 絶縁継手

５ ． 標識の掲示

４ ． ユニッ ト 型

  浄化槽の埋

  戻し

１ ． 保温仕様

１ ． 設計条件

２ ． 煤煙濃度計

５ ． ダク ト

６ ． フ レキシブ

  ルダク ト

８ ． 風量測定口

９ ． チャ ンバ－

10． 配管材料

20． 耐震支持

３ ． ばいじ ん量

  測定孔

11． 機器類の基礎

12． 吹出口及

  び吸込口

13． 温度計

14． 瞬間流量計

  及び流量測

  定口

15． 膨張水槽

  の保温

16． 風道フ ラン

  ジ部の保温

18． パイ プフード

17． 換気方式

風速（ ○低圧 ○高圧１  ○高圧２ ）

取付箇所（ ○送風機に近接し た部分 ○外気取入付近 ○取付を図示さ れたダンパ－近接部分）

※取付辺３ ０ ０ 以下は１ 個、 ３ ０ ０ を超え７ ０ ０ 以下は２ 個、 ７ ０ ０ を超えるものは３ 個と する。

パッ ケ－ジ型空調機室外機 ○防振パッ ト ○簡易防振（ ゴム被覆ばね） ○専用防振架台（ ばね）

フ ラ ンジ部のダク ト 端折り 返し は５ mm以上と し 、 ダク ト 折り返し 部の四隅にはシ－ルを施す。

厨房、 浴室などの多湿箇所の排気風道は、 その継目及び継手を外面より シ－ル材でシ－ルを施し 、

※シ－ル材： シリ コ ンゴム系又はニト リ ルゴム系を基材と し たもので、 ダク ト 材質に悪影響を与え

Ｊ Ｉ Ｓ  Ｈ  ４ １ ６ ０ に準ずるアルミ ニウム箔（ 厚さ ０ ． ０ ５ ｍｍ以上） の片面に樹脂系接着剤を塗

建築基準法施行令第１ ０ ８ 条の２ の規定により 、 不燃材料の規定を受けたもので、 十分な可撓性と

耐圧強度及び耐食性を有するものと し 、 空調用の場合、 断熱材付のものと する。

７ ． ダク ト テ－プ

膨張管、 空気抜管及び膨張タ ンク より ボイ ラへの給水管は、 配管用炭素鋼鋼管（ 白管） とする。

標準仕様書によるほか、 下記の箇所に取付ける。

○温水ボイ ラの温水入口

○空気調和機廻り の給気風道、 還気風道及び外気風道

標準仕様書によるほか、 下記の箇所に取付ける。   ○瞬間流量計  ○流量測定口

・ 冷凍機の冷水出口 ・ ボイラ又は熱交換器の温水出口 ・ 冷温水管寄せの各送り 管

ロッ クウ－ル保温板（ ２ 号） ２ ５ ｔ を使用し 、 外装はステンレス鋼板０ ． ３ ｔ と する。

○第１ 種  ○第２ 種  ○第３ 種

○深型  ○浅型  ○ステンレス

（ 日本冷凍空調工業会標準規格） （ Ｊ Ｒ Ａ ９ ０ ０ ２ －１ ９ ９ １ ） （ 空調機器の耐塩害試験基準）

19． パッ ケ－ジ

  型空調機

管及びダク ト 類の外装材は図示によるものと し ， 保温材は図示がない場合は以下を標準と する。

 給水管， 排水管， 消火管， 冷水管， 冷温水管   ： ポリ スチレンフ ォーム保温材

 給湯管， 温水管， 一般ダク ト           ： グラ スウール保温材

 防火区画等貫通個所， 蒸気管， 排煙ダク ト ， 煙道 ： ロッ クウール保温材

 

１ ． 給水設備

  給湯設備

２ ． 消火設備

３ ． ガス設備

（ １ ） 給水装置に該当する管は、 水道事業者の規定圧力。 ただし 、 最小〔 鋼管１ ． ７ ５ ＭＰ ａ （

  １ ７ ． ５ ｋ ｇ ｆ ／ｃ ㎡） 、 ビニ－ル管１ ． ０ ＭＰ ａ （ １ ０ ｋ ｇ ｆ ／ｃ ㎡） 〕 と する。

（ ２ ） 揚水管、 圧送管は当該ポンプの全揚程に相当する圧力の２ 倍の圧力。

  〔 最小０ ． ７ ５ ＭＰ ａ （ ７ ． ５ ｋ ｇ ｆ ／ｃ ㎡） 〕

 消防用設備等試験結果報告書の記入にあたっ て行う 。 消防用設備等の機能等についての試験基準に

（ １ ） 気密試験及び点火試験と する。

 （ 高圧側１ ． ５ ６ ＭPa、 低圧側８ ． ４ ｋ Pa以上１ ０ ． ０ ｋ Pa以下又は供給事業者の規定試験）

（ ３ ） 高置水槽以下の配管は、 静水頭に相当する圧力の２ 倍の圧力。

（ ４ ） 器具取付後の水圧試験  ・ 住戸内給水管（ 但し 、 水道メ －タ －以降と する。 ）

  〔 ０ ． ７ ５ ＭＰ ａ （ ７ ． ５ ｋ ｇ ｆ ／ｃ ㎡） 〕

（ ５ ） 飲料水用タ ンク設置の場合端末において遊離残留塩素が０ ． ２ ｍｇ ／Ｌ 以上検出さ れるまで

（ ６ ） 水圧試験の保持時間は最小６ ０ 分と する。

特  記  仕  様  書

Ⅰ 一般事項
 １ ． 本工事は、 本特記仕様書によるほか、 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書（ 機械

 ２ ． 本工事の使用資材の品質、 規格、 種別等は、 本特記による。

 ３ ． 本工事に必要な工事用電力、 水及び諸手続等の費用はすべて請負業者の負担と する。

 10． 前払金について

  ○契約金額の４ ０ ％の範囲内で請求すること ができる。

  ○出来高予定額の４ ０ ％の範囲内で請求するこ とができる。

  ｛ 契約会計年度の率は， 契約金額の  ％程度， 次年度の率は  ％程度である

特  記  事  項

Ⅲ 特記仕様（ 下記項目及び特記事項中●印を付けたものを本工事に適用）

浄化槽設置に係る各工程に， 浄化槽設備士が立会い確認し ている状況を， 写真に残すこ と 。

６ ． 伸縮ジョ イ ン

  ト

項  目

合成ゴム製（ 水用）

管   径

全 長ｍｍ

管   径

管   径

全 長ｍｍ

全 長ｍｍ
油用

水用

ステンレス製

  

１ ． 環境への

  配慮

２ ． 機 材

 

 
 
３ ． 化学物質を

  放散する

  建築材料等

４ ． 防火区画

  貫通部

５ ． 配管用のス

  リ －ブ

６ ． 専用工具

  の使用

９ ． 外面被覆鋼管

  の傷部補修

10． 鋼管の傷部

  補修

８ ． 支持金物類

12． 建物導入

  部の配管

13． 標準埋設

  深さ

14． 土中埋設

  鋼管類

15． コ ンク リ－ト

  埋設鉛管

  ・ 鋼管

16． 埋設管表示

  テ－プ

17． 埋設管標識

  シ－ト

18． 埋設標

      
19． 弁類

20． 屋外露出

  の弁類

21． 埋設弁類の

  防食措置

22． 機器の

  防振措置

   

23． 可撓継手

27． 標識その他

26． サ－ビスタ ン

  クの油面計

（ エラ ス， コ ー

 ト 継手及び排

 水用鋼管も こ

 の項に準じ る ）

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（ グリ ーン購入法） に定めると ころにより ， 環

境負荷を低減できる機器及び材料を選定するよう に努める。         〔  標P-11 1. 4. 1〕

 

塗料， 接着剤， 保温材等の材料については， 原則と し てホルムアルデヒ ド 等揮発性有機化合物の放

散量が小さ く 建築基準法の規制対象外である 「 Ｆ ☆☆☆☆」 の材料を使用するこ と 。

－ルと し 、 保温材はロッ クウールと する。

埋設施工さ れる外面被覆鋼管（ 内外面被覆含む) については， 継手スリ ーブ端及びチャ ッ ク ・ パイ

鋼管（ 内面被覆鋼管含む) については， ねじ込んだ後， 残りねじ 部及びチャ ッ ク ・ パイ プレンチの

屋外、 ピッ ト 内及び多湿箇所の支持金物類はステンレス鋼製と する。

ビニル管（ 一般４ ５ ０ Ｈ ・ 車路６ ０ ０ Ｈ ）  鋼管（ 一般３ ０ ０ Ｈ ・ 車路６ ０ ０ Ｈ ）

プラ スチッ ク テ－プ （ JI SZ 1901に準じ たもの、 厚さ 0. 4mm） で１ ／２ 重ね１ 回巻を行う 。

屋内オイルタ ンク及びオイルサービスタ ンクの最高液面以下に設ける元バルブ及びド レンバルブは

Ｊ Ｉ Ｓ  Ｂ ２ ０ ７ １ （ 鋳鋼１ ０ Ｋ外ねじ仕切弁） または同等以上によるものとする。

水槽以降の配管には5K型， その他は10K型。 （ Ｊ Ｉ Ｓ 規格）  ○水道事業者指定（      ）

内面をライニングし た管に使用するねじ込み式の弁等には管端防食継手の規定に準じ た管端コ アを

備えたものと する。

呼び径５ ０ 以下の揚水ポンプ付属逆止弁はバイパス弁付きでも よい。

呼び径６ ５ 以上の仕切弁、 逆止弁はラ イニング弁とする。

防露・ 保温の上ステンレス鋼板による外装を施し 、 弁棒はグリ スアッ プする。

外面を被覆し ていない鋼管は、 プラ イマーを塗布のう え、 防食テ－プ１ ／２ 重ね１ 回巻きをさ らに

プラ スチッ ク テ－プ （ JI SZ 1901に準じ たもの、 厚さ 0. 4mm） で１ ／２ 重ね１ 回巻きを行う 。

また、 継手等の部分は , ペト ロラ タム系の充填材を詰め， 表面を平滑にし たう えで防食シート で包み

プラ スチッ ク テープを１ ／２ 重ね巻１ 回巻きと する。

弁桝内等の直接土砂に接触し ない個所に弁類を設置する場合には， 防食措置は原則不要と する。

ただし ， 水道事業者の指定工法がある場合および， 鋼管ねじ 部分については防食を行う こ と 。

振動を発生する機器については， ダブルナッ ト で固定し ， かつ防振措置を施すこ と 。

（ 特記無き場合は防振吊り金具， 防振パッ ト と する。 ）

  

地中部分等で水密を要する部分はつば付鋼管と し ， 地中部分で水密を要し ない部分のスリ ーブは，

ビニル管と する。

上記以外は原則と し て亜鉛鉄板製と するが， 柱及び梁以外の個所で， 開口補強が不要であり ， かつ

， スリ ーブ径が200mm以下の部分は， 紙製仮枠と し て良い。

塩ビラ イニング鋼管、 ポリ 粉体鋼管及び外面被覆鋼管は、 帯のこ盤又は丸のこ機などで切断し 、 パ

イプカ ッ タ －による切断は禁ずる。 ねじ切り 機は、 自動切り 上げ装置付と する。

ねじ 切り に際し ては、 ねじ ゲ－ジを使用し て適正（ JI Sねじ ） に切ら れているか確認する。

事業者からの指定がある場合を除き ， 原則と し てラ イニング鋼管はヘルメ シ－ル８ ８ 同等とする。

11． 排水横引管

  への接続

原則と し てＹ 管接続とする。 ( ﾄﾞ ﾚﾝ配管含む )

下記の埋設管には、 管頂部全長にわたって、 粘着材付表示テ－プを貼り 付ける。

○直結給水管（ 上水道本管接続部）  ＜紺色＞   ○給水管（ 水槽以降）       ＜空色＞

各種管上部（ 地表から １ ５ ０ ｍｍ程度の深さ ） にビニ－ル製標識シ－ト （ 巾１ ５ ０ ） を埋設する。

土中埋設のガス管、 給水管及び消火管の分岐曲り 部に設置する埋設標は次のと おり とする。

（ 設置箇所は図示による）

・ 未舗装部分は， アルミ 製表示盤をコ ンク リ －ト （ ２ ０ ０ φ×３ ０ ０ ） で巻き込んだものを， ステ

 ンレス線で配管に緊結の上設置する。

・ 舗装部分は， キャ ッ ツアイ を専用工具を用いて設置する。

３ ０ ０ 以上

３ ０ ０ 以上

２ ０  以下

４ ０  以下

２ ５  ～ ４ ０

５ ０  ～ ８ ０

５ ０ ０ 以上

５ ０ ０ 以上

５ ０  ～ １ ０ ０

７ ０ ０ 以上

７ ０ ０ 以上

１ ０ ０ 以上

２ ５ 以下

３ ０ ０ 以上

６ ５ ～１ ５ ０

７ ５ ０ 以上 １ ， ０ ０ ０ 以上

２ ０ ０ 以上３ ２ ～５ ０

５ ０ ０ 以上

（ 鋼製フ ラ ンジ付）（ 油用で管径４ ０ 以上は消防法令適合品と する）

24． 防振継手

１ ． 共通事項

使用資機材は， 原則新品と し ， Ｊ Ｉ Ｓ ・ Ｊ ＷＷＡ 等標準仕様書に定めら れた規格品とする。    

使用機材は、 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「 建築材料・ 設備機材等品質性能評価事業設備機

材等評価名簿」 記載品、 または同等品以上のものと する。          〔  標P-11 1. 4. 2〕

  ○建設工事請負契約書第52条第3項を適用し ， 原則と し て契約会計年度に翌会計年度分も含めて， 契約金額の

   ４ ０ ％の範囲内で請求するこ と ができる。

区画貫通の管類は、 建築基準法に従い施工する。 なお、 その際の充填材はモルタ ルまたはロッ クウ

11， 空気調和工事・ 換気工事・ 排煙工事

６ ． 浄化槽設備士

  の立会い

７ ． 水質検査 浄化槽使用開始後４ ～８ ヶ 月以内に施主が水質検査を行った報告書を確認の上， その写し を監督員

12． 保温工事

13． 各種試験， 調整

○陶器製 ○不要  （ 器具付属の説明シール等は最寄り に貼り 付けのこと 。 ）

(例) ・ 弁類に取り 付ける場合は， 小判型樹脂製札を Ｓ Ｕ Ｓ針金または耐候イ ンシロッ クで取り 付け。
   彫り込み文字は  表面： 「 ○○系統」   裏面： 「 ○○Ａ （ 口径) 」  
  ・ 桝蓋の裏に取り 付けの場合は， 表面に「 ○○系統 ○○Ａ （ 口径） 」 彫込み， 接着剤にて
   取付け。
  ・ 常時開， 閉等の注意書きは， 用途に応じ て追記のこ と 。  

屋外: 全閉防まつ形、 屋内 : （ 多湿箇所） 全閉防まつ形、 （ その他） 防滴保護形〔  標P-24 1. 2. 1〕

   と もに登録結果（ 工事カルテ受領書） の写し を監督職員に提出するこ と 。 （ 受注時， 変更時及び完成時）

   ただし ， 期間については契約締結後， 土， 日， 祝日を除く １ ０ 日以内と する。      〔  標P-5 1. 1. 4〕

耐塩処理（ ○要  ○不要）  Ｊ Ｒ Ａ 耐重塩仕様

既製コ ンク リ －ト 桝使用可。 深さ １ ． ２ ｍを超える桝には足掛金物（ 巾≒１ ５ ０ 以上 防錆処理）

４ ． 煙道

 13． 下請工事における管内（ 県内） 建設業者の優先活用について

   １ ） 工事に使用する資材については， 県内で産出， 生産または製造さ れたもの（ 以下「 県産資材」 と いう 。 ）
     の優先使用に努めるこ と と し ， さ らに， 県産資材以外の資材等についても ， 県内に本店を置く 資材業者
     等から調達するよ う 努めること と する。

 14． 県産資材等の優先使用について

○消火管             ＜黄色＞   ○ガス管            ＜緑色＞

（ ３ ） 給湯器と 接続されているガス管の気密試験については， 給湯器直近のガス栓を閉めて上記

  （ １ ） の気密試験を行っ た後， 給湯器直近のガス栓を開いて５ ． ０ ｋ Pa以上の圧力で再度気密

   試験を行う こと 。 ただし ， 供給事業者の配管気密試験規定圧力が５ ． ０ ｋ Pa以下の場合は，

   ２ 回にわけて気密試験を行う 必要はない。

４ ． 浄化槽設備  槽の水張り 、 配管、 各機器の操作試験を行う 。

５ ． 空調設備 （ １ ） 冷媒配管は配管接続完了後、 「 高圧ガス保安法」 等に基づいたメ ーカー指定の方法により 気

上記試験、 調整状況の写真を撮影するこ と 。

 ７ ． 設計図書に明記な く と も関係法令上または機器の機能上当然必要と なるものについては、 原則と し て請負金

 ５ ． 本工事に下記の当該職種別技能士を適用さ せる。 （ 但し ●印のみ）

 ６ ． 本工事で、 特記事項に定める 「 立会検査を要する施工工程」 に達すると きは、 事前に監督員に連絡し て立会

 ４ ． 施工計画書は、 着工に先だち 、 監督職員に提出する。

○配管技能士 ○ダク ト 板金技能士 ○熱絶縁施工技能士 ○冷凍、 空気調和機器施工技能士〔  標P-16 1. 5. 2〕

   検査もし く は指示に従う こ と 。 〔  標P-17 1. 5. 6〕

 ８ ． 発生材の処置については、 監督職員の指示によること 。                〔  標P-10 1. 3. 9〕

   事カルテ」 を作成し 、 監督職員に提出し 承諾を受けた後に， （ 財） 日本建設情報総合センタ －に登録すると

                                    〔  監P-65 1. 4. 1〕

（ 施工手順を撮影の上， 工程写真に表す。 ）                〔  標P-64 2. 5. 1〕

呼び径６ ５ 以上の弁は外ネジ式と する。 ( 水道用ソフ ト シール弁は除く ）   〔  標P-42 2. 2. 1〕

（ 所轄消防署の承認するもの）                     〔  標 P-42 2. 2. 1〕

機器類・ 弁類・ 保守工具及び配管等には適宣その名称、 内容及び矢印等を記入、 も し く はプラスチ
ッ ク製札に刻印し たものを取り 付ける。
（ パイ プシャ フ ト ・ ピッ ト 内など隠ぺい部の配管類は， 文字シ－ル貼り 付けでも良い）
必要に応じ消防法， ガス事業法， 液石法などによる標識（ 危険物・ 火気厳禁他） を設置する。
                                    〔  標P-19 1. 7. 4〕

  の除去

  コ ーキング

  裏板補強

  の照明器具

原則と し てＪ Ｉ Ｓ規格、 Ｊ ＷＷＡ 規格（ 日水協） 適合品と し 節水こ まとする。 シングルレバーは

陶器類， 洗濯機パン等については， 原則と し て器具廻り をコ ーキング処理すること 。

Ｖ Ｂ仕様 ○９ ０ ０ ｈ  ○１ ， ２ ０ ０ ｈ  

必要に応じ コ ンク リ ート 根巻き ， または壁にバン ド にて固定する。

洗面化粧台に付属の照明器具については， 周波数切り 替えスイ ッ チを６ ０ Hzにあわせるこ と 。

水栓類と 配管を接合し た後の， 見えがかり 部分の余分なシールテープは， カ ッ タ ー等を使用し丁寧

に除去するこ と 。

化粧鏡を壁に取り 付けた際の隙間には， 鏡の割れを防止するため補強材を設けるこ と 。

５ ． 紙巻器

６ ． 水栓類

７ ． シールテープ

８ ． 化粧鏡の

９ ． 水栓柱

10． 器具廻り の

11． 洗面化粧台

（ 厚さ ４ mm程度， ゴムシート 等）  ○一般型  ○盗難防止型

（ ゴムリ ング方式は不可） 〔  標P-37 2. 1. 2. 5〕

水道事業者の指定がない限り ， 乾式直読型と する。            〔  標P-50 2. 2. 16〕

を取り 付けるこ と 。                            〔  図P-93～98〕

耐塩処理（ ○要 ○不要）  配管カバー（ ○４ ５ ０ ｈ  ○   ）  吹出口は歩行面＋2, 000以上 

電源はバ－ナ－電源（ ２ 次） 側より 取出すものと し て配管配線を含む。 〔  標P-117 1. 1. 10〕

○煙導の直線部に径８ ０ φの孔                     〔  標P-117 1. 1. 9〕

鋼板厚３ ． ２ ｍｍ以上                         〔  標P-117 1. 1. 9〕

布し たテープ状のものと する。

※測定用タ ッ ピングは３ ２ φピ ト －管流量計用と する。           〔  標 P-57 2. 3. 8〕

材質はナイ ロンタ －ポリ ン ０ ． ３ ４ ｔ と する。

   消毒を行う 。 （ １ m3に付き２ ｃ ｃ 〔 １ ０ ％希釈液の場合〕 ）       〔  標 P-58 2. 4. 1〕

 基づく 外観試験及び性能試験を行う 。                   〔  標 P-82 2. 9. 5〕

   密試験を行う 。                           〔  標 P-81  2. 9. 2〕

鋼製フ ラ ンジ付                           〔  標 P-47 2. 2. 8〕

１ １ ０ ０ ×７ １ ０ ×７ ５ ０ Ｈ フタ ＭＢ －３ 小窓付） とする。     〔  標P-289 1. 8. 4, 図P-92〕

〔  標P-37～P-40 ,  標P-257〕

省エネ法・ グリ ーン購入法対象機器について
※「 ト ッ プラ ンナー制度」 の対象製品については， 当該製品の現場搬入予定時において， その基準を
 ク リ アし たものを採用すること 。

 ては， 当該製品の現場搬入予定時において， その基準をク リ アし たものを採用すること 。
 また， この表に記載のないものについては， Ⅲ－１ －１ によるこ と と する。

   （ 表）

対象指定製品  エアコン ・ 温水器・ 給湯器・ 電気便座

※「 グリ ーン購入法」 の対象製品で， 下表に指定し たもの（ 機器表に特記がある場合も含む） につい

○着脱式防虫網付き   ○ガラ リ 付き

   国土交通省国土技術政策総合研究所監修建築設備耐震設計・ 施工指針（ ２ ０ １ ４ 年版） による。

  全確保及び環

  境保全

※この特記仕様書における参考ページの略号は以下のと おり とする。

 標＝標準仕様書， 監＝監理指針， 図＝標準図
工事打合簿については、 電子メ ールにて取り 交わすこ と が出来る。

に監督員に提出する。 （ Ａ －４ 版）

工事報告は、 別に定める工事出来高報告書により 毎月末見込みの出来高等を当月の２ ０ 日まで

( 4)請負者は、 完成検査若し く は工事目的物引渡が完了するまで写真管理に利用し た電子媒体

( 3)現行のカ ラー写真も可と する。

( 2) 「 現行のカラー写真」 と 電子媒体による写真の混合管理は原則と し て行わないこと 。

 は通常の使用条件のもと で、 ３ 年間程度に顕著な劣化が生じ ないものと する。

 画素以上、 プリ ンタ ーは、 フルカ ラー300dpi 以上の機能を有する機種と し 、 イ ンク ・ 用紙等

( 1)原則と し て， 電子媒体による写真を使用するものと し ， デジタ ルカメ ラの有効画素数100万

工事写真は次の条件を満たすものであるこ と 。

に埋込まれる設備は写真で確認できる様にするこ と 。 必要に応じ てスケール写し 込みと する。

こと 。 また、 施工さ れた設備の全部も し く は一部が地中又は水中に埋没あるいはコ ンク リ ート

なお、 工程写真の提出を監督員が指示し た場合は、 出来高報告書と 共に提出し 、 確認を受ける

理し たものを請負者にて保管する。

工事写真は、 工程写真と完成写真と する。 工程写真は、 工事工程に応じて撮影し 、 工程順に整

 を保管すること 。 （ Ａ －４ 版）                   〔  標P-8 1. 2. 4〕

本工事の施工に必要な官公署への申請書類は原本またはその写し を ２ 部ずつ作成し 、 完成図と

る。 県指定様式による。 その他の試験成績書は監督員の指示による。

都市ガス設備、 液化石油ガス設備は、 ガス供給事業者の規定する気密試験成績書を２ 部提出す

    〔  標P-18 1. 7. 2〕  (●Ａ －４ 版１ 部， ●Ａ －３ 縮小版２ 部， ○Ａ －１ サイズ 部)

訂正し た原図は監督員に返納する。 完成図の提出期限は工事契約期間の終了する日以内と する。

設計原図を施工現場と 一致するよう 訂正をし た後、 下記製本およびＣ Ｄ－Ｒ ＯＭを提出する。

せを行い、 指導を受けること 。

工事現場進行の過程における調整については、 地域振興局・ 支庁の建築担当職員と 充分に打合

別契約の関係工事については、 当該工事関係者と 協力し 、 工事の円滑な進ちょ く を図るものと

壁面、 天井面等に機器取付のため必要な開口部等を設ける場合の施工の範囲は、 設計図書等に

なお、 特殊な材料による施工は当該製品の指定工法による。

標準仕様書に記載さ れていない特殊な材料により 施工する場合は監督職員の承諾を得るこ と 。

明記のない場合は、 監督職員の指示によるこ と 。

し 、 疑問が生じ たら監督職員の指示によるこ と 。

一緒に提出する。 〔  標P-5 1. 1. 3〕 〔  標P-18 1. 7. 1〕

   １ ） 請負業者は， 工事の一部を下請に付する場合は， 施工地を管轄する地域振興局等の管内に主たる営業所
     を有する者を使用するよ う に努めること と する。

     を監督職員に提出し ， 承諾を得なければなら ない。

   《 指定主要資材（ ７ 品目） 》

   ２ ） 以下に記載する 「 指定主要資材」 の中で県産資材を使用し ない場合は， 「 県産資材等不使用状況報告書」

    由を記載するこ と 。

  ５ ） 「 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」 （ 以下法と いう ）

    の目的に鑑み， 法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ， 同団体等への加入者の使用を促進する

    こ と 。

  ６ ） 下請け契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっ ては， 交通安全に関する配慮に欠けるものまた

    は， 業務に関し ﾀﾞ ﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ等によって悪質かつ重大な事故を発生さ せたものを排除すること 。

  ７ ） 1） ～6） のこ と につき ， 下請契約における受注者を指導するこ と 。

16． ダンプト ラッ ク 等による過積載等の防止について

  １ ） 工事用資機材等の積載超過のないよ う にすること 。

  ２ ） 過積載を行っている資材納入業者から 、 資材を購入し ないこと 。

  ３ ） 資材等の過積載を防止するため、 資材の購入等に当たっては、 資材納入業者等の利益を不当に害するこ

    と がないよ う にするこ と 。

  ４ ） さ し枠の装着又は物品積載装置の不正改造をし たダンプカーが、 工事現場に出入り するこ と がないよう

    にするこ と 。

 15． 各工種の施工にあたっ ては， 関係法令に定めら れた有資格者を配置するこ と 。

   ４ ） 監督職員から指示さ れた場合， 「 建設資材使用実績報告書」 を監督職員に提出するこ と 。

   ３ ） 前項の「 県産資材等不使用状況報告書」 において， 第１ 項の資材業者等から調達し ない場合は， その理

   ３ ） 監督職員から指示さ れた場合， 「 下請業者使用実績報告書」 を監督職員に提出すること 。

   ２ ） 請負業者は， 前項で定めた建設業者を活用し ない場合は， 施工計画書等の提出と 併せて「 下請工事にお

     ける管内建設業者等不活用状況報告書」 を監督職員に提出するこ と 。

    生コン （ レディ ミ ク スト コンク リ ート ） , コ ンク リ ート 二次製品 , 石材類, アスフ ァルト 合材 , 木材 , 樹木 , 芝

( 3)  塗装， シーリ ング材， 接着剤その他の化学製品の取扱いに当たっ ては， 当該製品の製造者

解体及び改修作業において， 石綿含有建築材料を撤去する必要が生じ た場合には， ただちに監

 予防に努めるこ と 。

( 2)  事前の対策完了報告および事後の現場状況報告を， 書面にて監督職員に提出すること 。

  （ 盆， 正月等長期間現場運営を休止する場合も同様と する ）

 作業者の健康， 安全の確保及び環境保全に努める。      〔 標P-9 1. 3. 5， P-10 1. 3. 8〕

 が作成したJI S Z 7253による安全データーシート ( SDS) を常備し ， 記載内容の周知徹底を図り ，

修正履歴： Ｈ ３ ０ ０ ４ ２ ０

督職員に報告すると共に， 作業においては「 石綿障害予防規則」 を遵守するこ と 。

   設備工事編） （ 平成２ ８ 年版） 同上監修公共建築改修工事標準仕様書（ 機械設備工事編） （ 平成２ ８ 年版）

                        〔  標P-16 1. 5. 5〕 〔  標P-18 1. 7. 1〕

国土交通大臣認定工法（ 防火パテ等） の使用も可。      〔  標P-81 2. 8. 1, 監P-287 2. 8. 1〕

                  〔  標P-52 2. 2. 27〕 〔  標P-81 2. 8. 1〕 〔 監P-287～292〕

                                   〔  標P-53 2. 2. 28〕

プレンチの傷部分にプラスチッ ク テープを巻く こ と 。 （ 露出部分は原則不要） 〔  監P-235 2. 5. 4〕

傷部分に， 十分さび止めペイ ント を塗布すること 。             〔  監P-220 2. 5. 2〕

管のたわみ性を利用し た方法（ スリ ークッ ショ ン ） で施工する。 エルボ×５    〔  図P-110〕

                          〔  標P-80 2. 7. 2, 監P-284 2. 7. 2〕

（ 施工手順を撮影の上、 工程写真に表す。 ）                〔  標P-80 2. 7. 3〕

                                   〔  標P-80 2. 7. 3〕

（ 排水管は除く ）                     〔  標P-79 2. 7. 1, 監P-282 2. 7. 1〕

〔  標 P-48 2. 2. 9〕

○ゲ－ジ式（ 側圧式）   ○ガラス管式（ 流出防止形）           〔  標 P-56 2. 3. 4〕

〔  標P-245 1. 1. 1～P-251 1. 1. 13〕

                            〔  標P-293 2. 1. 2, 図P-169、 170〕

○バキュ－ムブレ－カ－付フ ラ ッ シュバルブ （ ノ ンホールディ ング機構付）  〔  標P-250 1. 1. 8〕

○ロ－タ ンク （ 防露型） 洗浄管固定。   ○自動洗浄   〔  標P-293 2. 1. 2, 監P-669 1. 1. 12〕

                〔  標P-245 1. 1. 2, 標P-293 2. 1. 2, 監P-669 1. 1. 11～1. 1. 12〕

ステンレス鋼板製ワンタ ッ チ形とする。   ○シングル ○棚付二連      〔  標P-246〕

上げ吐水方式。 〔  標P-249 1. 1. 6, 監P-667 1. 1. 10, 図P-68〕

〔  標P-263 1. 4. 1, 標P-299 2. 2. 4， 図P-70～79〕

フ －ト 弁本体は、 ステンレス製・ 樹脂製又は青銅製と する。        〔  標P-251～P-258〕

○銅板製  ○耐食性のある樹脂等  ○ステンレス製          〔  標P-51 2. 2. 20〕

                               〔  標P-291 1. 8. 2, 図P-91〕

〔  標P-40～P-42 ,  標P-63 2. 4. 8〕

ネジ込型（ 掃除口、 目皿は差込型とする。 ） 原則と し て椀は， 樹脂製と する。 〔  標P-289 1. 7. 1〕

〔  標P-289～P-291〕 〔  標P-40 2. 1. 2. 6〕

○ステンレスクラ ッ ド 鋼板製（ 電気防食装置付）  ○鋼板製   〔  標P-269 1. 4. 3， 図P-78, 79〕

〔  標P-37～P-40 ,  標P-257〕

○２ 号                         〔  標P-271 1. 5. 2 , 図P-80～89〕

フ －ト 弁本体は、 ステンレス製・ 樹脂製又は青銅製と する。   〔  標P-257 1. 2. 8 ,  図P-176〕

〔  標P-303～315 ,  図P-177, 178〕

マイ コン型  ○貸与品                〔  標P-307 2. 2. 1. 3 ,  P-313 3. 1. 3. 4〕

外部から建物内へ引き込まれる箇所の付近の露出配管部に絶縁継手を設ける。 〔  標P-309 2. 2. 5〕

〔  標P-329～346〕

鋼板製のふたについてはメ ンテナンスを考慮し ， 分割を検討する。 取手付〔  標P-341 2. 1. 27〕

                                   〔  標P-345 3. 2. 1〕

○アングル工法  ○コ－ナ－ボルト 工法（ 共板・ スラ イド ）        〔  標P-188 ～ 197〕

                                  〔  標P-206 2. 2. 2. 3〕

必要により 水抜管を設ける。                 〔  標P-204 2. 2. 1, 図P-146～151〕

 ないものとする。                          〔  標P-189 1. 14. 2. 6〕

                           〔  標P-191 1. 14. 4 ,  P-211 2. 2. 5〕

布製テープは不可と する。                      〔  標P-189 1. 14. 2. 5〕

                                  〔  標P-213 2. 2. 7. 3〕

消音内貼を施す。                           〔  標P-213 2. 2. 7. 1〕

○Ｓ Ａ ・ Ｒ Ａ     ○Ｏ Ａ ・ Ｅ Ａ                   〔  標P-191 1. 14. 5〕

防振パッ ト は厚さ １ ５ ｍｍとする。                〔  標P-198 2. 1. 1 図P-132〕

原則と し てアルミ ニウム製とする。               〔  標 P-193 1. 15. 1～1. 15. 4〕

○冷温水管寄せ（ 往） 及び冷温水管寄せ（ 還） の各還り 管       〔  標 P-193 1. 14. 11〕

                             〔  標 P-84 〕 〔  標 P-88 3. 1. 4〕

フ ラ ンジ部は保温材２ 枚重ねと する。 または， フ ランジ高さ＋１ ０ mmと する。   〔  標 P-91 〕

〔  標 P-84， 監 P-296〕

保温材， 外装材及び補助材の材料仕様は， 標準仕様書による。     〔  標 P-84 表2. 3. 1〕

  〔 最小０ ． ７ ５ ＭＰ ａ （ ７ ． ５ ｋ ｇ ｆ ／ｃ ㎡） 〕             〔  標 P-82 2. 9. 3〕

                                    〔  標 P-315 3. 2. 6〕

（ ２ ） 点火試験は， 管内の空気を除去し て行う 。               〔  標 P-310 2. 2. 6〕

 （ 満水試験･･･２ ４ 時間後第三者の立会い写真を工程写真に表す。 ）     〔  標 P-344 2. 2. 2〕

（ ２ ） 各種機器調整及び風量、 風速、 騒音、 温度、 湿度の測定等。       〔  標 P-241 2. 4. 1〕

（ ３ ） 自動制御設備の総合調整を行う 。                   〔  標 P-241 2. 4. 2〕

調理器具の接続等ユニオン使用の必要性が生じ た場合については， 監督職員と 協議するこ と 。

25． ユニオンの

  使用

ユニオンは， 呼び径２ ５ 以下の見え掛り 配管についても ， 原則と し て使用し ないこ と とする。

   並びに国土交通省住宅局監修の公共住宅建設工事共通仕様書（ 平成２ ８ 年版） （ 以下標準仕様書と いう ） 、

緒に提出する。 （ Ａ －４ 版） 〔  標P-19 1. 7. 3〕

本工事の機械設備について保守管理上必要な案内書をワ－プロ等にて２ 部作成し 、 完成図と 一

本工事により 発生する建設廃棄物のう ち ， 焼却施設及び最終処分場に搬入する産業廃棄物には

， 産業廃棄物税が課税さ れるので適正に処理するこ と 。

( 1)  台風など風水害による現場被害が予想さ れる場合は， 事前の現場養生を確実に行い災害の

   

肥育舎送風機の支持はロープ３ 点吊り と する。

●給水工事

●消火工事

●換気工事

引込み付近水圧（   ） MPa ○水道直結方式  ○重力（ 高置水槽） 方式  ●加圧送水方式

４ ． 消火器の設置 消火機器（ 粉末消火器） は、 消防法、 消防庁長官が定める基準等によるものと する。

●Ｆ Ｒ Ｐ 製  ○ステンレス製（ ○一体型 ○組立型 ●単板構造 ○保温構造）

○揚水管（ 受水槽～高置水槽間）   ＜茶色＞   ●井水管            ＜白色＞
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